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Ⅳ 学習指導要領 

１ 改訂の経緯 

  今の子供たちやこれから誕生する子供たちが，成人して社会で活躍する頃には，我が

国は厳しい挑戦の時代を迎えていると予想される。生産年齢人口の減少，グローバル化

の進展や絶え間ない技術革新等により，社会構造や雇用環境は大きく，また急速に変化

しており，予測が困難な時代となっている。また，急激な少子高齢化が進む中で成熟社

会を迎えた我が国にあっては，一人一人が持続可能な社会の担い手として，その多様性

を原動力とし，質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出

していくことが期待される。 

  こうした変化の一つとして，人工知能（AI）の飛躍的な進化を挙げることができる。

人工知能が自ら知識を概念的に理解し，思考し始めているとも言われ，雇用の在り方や

学校において獲得する知識の意味にも大きな変化をもたらすのではないかとの予測も

示されている。このことは同時に，人工知能がどれだけ進化し思考できるようになった

としても，その思考の目的を与えたり，目的のよさ・正しさ・美しさを判断したりでき

るのは人間の最も大きな強みであるということの再認識につながっている。 

  このような時代にあって，学校教育には，子供たちが様々な変化に積極的に向き合い，

他者と協働して課題を解決していくことや，様々な情報を見極め知識の概念的な理解を

実現し情報を再構成するなどして新たな価値につなげていくこと，複雑な状況変化の中

で目的を再構築することができるようにすることが求められている。 

  このことは，本来，我が国の学校教育が大切にしてきたことであるものの，教師の世

代交代が進むと同時に，学校内における教師の世代間のバランスが変化し，教育に関わ

る様々な経験や知見をどのように継承していくかが課題となり，また，子供たちを取り

巻く環境の変化により学校が抱える課題も複雑化・困難化する中で，これまでどおり学

校の工夫だけにその実現を委ねることは困難になってきている。 

  こうした状況を踏まえ，平成 26年 11月には，文部科学大臣から新しい時代にふさわ

しい学習指導要領等の在り方について中央教育審議会に諮問を行った。中央教育審議会

においては，２年１か月にわたる審議の末，平成 28年 12月 21日に「幼稚園，小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

（答申）」（以下「中央教育審議会答申」という。）を示した。 

  中央教育審議会答申においては，“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”と

いう目標を学校と社会が共有し，連携・協働しながら，新しい時代に求められる資質・

能力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し，学習指導要領等が，

学校，家庭，地域の関係者が幅広く共有し活用できる「学びの地図」としての役割を果

たすことができるよう，次の６点にわたってその枠組みを改善するとともに，各学校に

おいて教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マネ



 - 124 - 

ジメント」の実現を目指すことなどが求められた。 

① 「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力） 

② 「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と，教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた

教育課程の編成） 

③ 「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の改善・充実） 

④ 「子供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を踏まえた指導） 

⑤ 「何が身に付いたか」（学習評価の充実） 

⑥ 「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために必要な方

策） 

 

（小学校学習指導要領解説体育編・中学校学習指導要領解説保健体育編） 

  これを踏まえ，平成 29年３月 31日に学校教育法施行規則を改正するとともに，幼稚

園教育要領，小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を公示した。小学校学習指導

要領は，平成 30 年４月１日から第３学年及び第４学年において外国語活動を実施する

等の円滑に移行するための措置（移行措置）を実施し，平成 32年４月１日から全面実施

することとしている。また，中学校学習指導要領は，平成 30年４月１日から移行措置を

実施し，平成 33年４月１日から全面実施することとしている。 

 

（高等学校学習指導要領解説保健体育編） 

  これを踏まえ，文部科学省においては，平成 29 年３月 31 日に幼稚園教育要領，小

学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を，また，同年４月 28 日に特別支援学校幼

稚部教育要領及び小学部・中学部学習指導要領を公示した。 

  高等学校については，平成 30 年３月 30 日に，高等学校学習指導要領を公示すると

ともに，学校教育法施行規則の関係規定について改正を行ったところであり，今後，平

成 34（2022）年４月１日以降に高等学校の第１学年に入学した生徒（単位制による課程

にあっては，同日以降入学した生徒（学校教育法施行規則第 91 条の規定により入学し

た生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。））から年次

進行により段階的に適用することとしている。また，それに先立って，新学習指導要領

に円滑に移行するための措置（移行措置）を実施することとしている。 

 

２ 小学校体育科の改善 

（１）改善の具体的事項 

ア 運動領域においては，「運動の楽しさや喜びを味わうための基礎的・基本的な『知

識・技能』，『思考力・判断力・表現力等』，『学びに向かう力・人間性等』の育成を重

視する観点から，内容等の改善を図る。また，保健領域との一層の関連を図った内容
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等について改善を図る。 

・全ての児童が，楽しく，安心して運動に取り組むことができるようにし，その結果

として体力の向上につながる指導等の在り方について改善を図る。その際，特に，

運動が苦手な児童や運動に意欲的でない児童への指導等の在り方について配慮す

る。 

・オリンピック・パラリンピックに関する指導の充実については，児童の発達の段階

に応じて，ルールやマナーを遵守することの大切さをはじめ，スポーツの意義や価

値等に触れることができるよう指導等の在り方について改善を図る。」としている。 

イ 保健領域においては，「身近な生活における健康・安全についての基礎的・基本的な

『知識・技能』，『思考力・判断力・表現力等』，『学びに向かう力・人間性等』の育成

を重視する観点から，内容等の改善を図る。その際，自己の健康の保持増進や回復等

に関する内容を明確化するとともに，『技能』に関連して，心の健康，けがの防止の内

容の改善を図る。また，運動領域との一層の関連を図った内容等について改善を図る。」

としている。 

ウ 体力の向上については，心身ともに成長の著しい時期であることを踏まえ，「体つく

り運動」の学習を通して，体を動かす楽しさや心地よさを味わい，様々な基本的な体

の動きを身に付けるようにするとともに，健康や体力の状況に応じて体力を高める必

要性を認識できるようにする。また，「体つくり運動」以外の運動に関する領域におい

ても，学習した結果としてより一層の体力の向上を図ることができるようにする。 

 

（２）体育科改訂の要点 

 体育科については，中央教育審議会答申の趣旨を踏まえて，次の方針によって改訂

を行った。 

① 運動領域においては，生涯にわたって運動やスポーツに親しみ，スポーツとの多

様な関わり方を場面に応じて選択し，実践することができるよう，「知識及び技能」，

「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の育成を重視し，目

標及び内容の構造の見直しを図ること。 

② 「カリキュラム・マネジメント」及び主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善を推進する観点から，発達の段階のまとまりを考慮し，各領域で育成する

ことを目指す具体的な内容の系統性を踏まえた指導内容の一層の充実を図ること。 

③ 運動やスポーツとの多様な関わり方を重視する観点から，体力や技能の程度，年

齢や性別及び障害の有無等にかかわらず，運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有

することができるよう指導内容の充実を図ること。その際，共生の視点を重視して

改善を図ること。 

④ 生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する基礎を培うことを重視し，「知
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識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の内容

の一層の明確化を図ること。 

⑤ 保健領域においては，生涯にわたって健康を保持増進する資質・能力を育成する

ことができるよう，「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう

力，人間性等」に対応した目標，内容に改善すること。 

⑥ 自己の健康の保持増進や回復等に関する内容を明確化し，「技能」に関連して心の

健康，けがの防止の内容の改善を図るとともに，運動領域との一層の関連を図った

内容等について改善すること。 

 

３ 中学校保健体育科の改善 

（１）改善の具体的事項 

ア 体育分野については，「生涯にわたって運動やスポーツに親しみ，スポーツとの多様

な関わり方を場面に応じて選択し，実践することができるよう，『知識・技能』，『思考

力・判断力・表現力等』，『学びに向かう力・人間性等』の育成を重視する観点から内

容等の改善を図る。また，保健分野との一層の関連を図った内容等について改善を図

る。 

（ｱ） 各領域で身に付けたい具体的な内容を，資質・能力の三つの柱に沿って明確に示

す。特に，『思考力・判断力・表現力等』及び『学びに向かう力・人間性等』の内容

の明確化を図る。また，体力や技能の程度，年齢や性別及び障害の有無等にかかわ

らず，運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有することができるよう配慮する。 

（ｲ） 体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，健康や体力の状況に応じて体力

を高める必要性を認識し，運動やスポーツの習慣化につなげる観点から，体つくり

運動の内容等について改善を図る。 

（ｳ） スポーツの意義や価値等の理解につながるよう，内容等について改善を図る。特

に，東京オリンピック・パラリンピック競技大会がもたらす成果を次世代に引き継

いでいく観点から，知識に関する領域において，オリンピック・パラリンピックの

意義や価値等の内容等について改善を図る。 

（ｴ） グローバル化する社会の中で，我が国固有の伝統と文化への理解を深める観点か

ら，日本固有の武道の考え方に触れることができるよう，内容等について一層の改

善を図る。」としている。 

イ 保健分野については，「個人生活における健康・安全についての『知識・技能』，『思

考力・判断力・表現力等』，『学びに向かう力・人間性等』の育成を重視する観点から，

内容等の改善を図る。その際，心の健康や疾病の予防に関する健康課題の解決に関わ

る内容，ストレス対処や心肺蘇生法等の技能に関する内容等を充実する。また，個人

生活における健康課題を解決することを重視する観点から，健康な生活と疾病の予防
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の内容を学年ごとに配当するとともに，体育分野との一層の関連を図った内容等につ

いて改善を図る。」としている。 

  以上の改訂の趣旨に従って，中学校保健体育科では，生涯にわたって運動やスポー

ツに親しみ，スポーツとの多様な関わり方を場面に応じて選択し，実践することがで

きるよう，「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性

等」（資質・能力の三つの柱）の育成を重視するとともに，個人生活における健康・安

全についての「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人

間性等」（資質・能力の三つの柱）の育成を重視して改善を図った。 

 なお，改善に当たっては，次の点にも留意した。 

○ 体力の向上については，心身ともに成長の著しい時期であることを踏まえ，「体つく

り運動」の学習を通して，体を動かす楽しさや心地よさを味わわせるとともに，健康

や体力の状況に応じて体力を高める必要性を認識させ，「体つくり運動」以外の運動に

関する領域においても，学習した結果としてより一層の体力の向上を図ることができ

るようにする。 

  さらに，学習した成果を実生活や実社会に生かすこと及び運動やスポーツの習慣化

を促す観点から，体育理論や保健との関連，教科外活動や学校生活全体を見通した教

育課程の工夫を図るようにする。 

○ 体育分野の知識については，言葉や文章など明確な形で表出することが可能な形式

知だけでなく，勘や直感，経験に基づく知恵などの暗黙知を含む概念であり，意欲，

思考力，運動の技能などの源となるものである。また，体の動かし方や用具の操作方

法などの具体的な知識を理解することにとどまらず，運動の実践及び生涯スポーツに

つながる概念や法則などの汎用的な知識等の定着を図ることが重要である。その際，

動きの獲得を通して一層知識の大切さを実感できるようにすることが必要である。 

 さらに，「する・みる・支える・知る」といった生涯にわたる豊かなスポーツライフを

実現していく資質・能力の育成に向けて，運動やスポーツの価値や文化的意義等を学

ぶ体育理論の学習の充実はもとより，学習する領域が有する特性や魅力を理解するこ

と，運動実践につながる態度の形成に関する知識を理解すること，保健で学習する健

康・安全の概念と体育の分野で学習する健康・安全の留意点との関連を図ることなど，

知識を基盤とした学習の充実が必要である。 

○ 保健分野の技能については，ストレスへの対処や心肺蘇生法等の応急手当を取り上

げ，個人生活における健康・安全に関する基本的な技能を身に付けるよう指導するこ

とが重要である。その際，実習を取り入れ，それらの意義や手順，及び課題の解決な

ど，該当する知識や思考力，判断力，表現力等との関連を図ることに留意する必要が

ある。 
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（２）保健体育科改訂の要点 

 保健体育科については，これらの中央教育審議会答申の趣旨を踏まえて，次の方針

によって改訂を行った。 

① 体育分野においては，育成を目指す資質・能力を明確にし，生涯にわたって豊か

なスポーツライフを実現する資質・能力を育成することができるよう，「知識及び技

能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の育成を重視し，

目標及び内容の構造の見直しを図ること。 

② 「カリキュラム・マネジメント」の実現及び「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた授業改善を推進する観点から，発達の段階のまとまりを考慮し，各領域

で身に付けさせたい具体的な内容の系統性を踏まえた指導内容の一層の充実を図

るとともに，保健分野との一層の関連を図った指導の充実を図ること。 

③ 運動やスポーツとの多様な関わり方を重視する観点から，体力や技能の程度，性

別や障害の有無等にかかわらず，運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有すること

ができるよう指導内容の充実を図ること。その際，共生の視点を重視して改善を図

ること。 

④ 生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する基礎を培うことを重視し，資

質・能力の三つの柱ごとの指導内容の一層の明確化を図ること。 

⑤ 保健分野においては，生涯にわたって健康を保持増進する資質・能力を育成する

ことができるよう，「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう

力，人間性等」に対応した目標，内容に改善すること。 

⑥ 心の健康や疾病の予防に関する健康課題の解決に関わる内容，ストレス対処や心

肺蘇生法等の技能に関する内容等を充実すること。 

⑦ 個人生活における健康課題を解決することを重視する観点から，健康な生活と疾

病の予防の内容を学年ごとに配当するとともに，体育分野との一層の関連を図った

内容等について改善すること。 

 

４ 高等学校保健体育科の改善 

（１） 改善の具体的事項 

ア 高等学校「体育」については，平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申において「生

涯にわたって豊かなスポーツライフを継続し，スポーツとの多様な関わり方を状況に

応じて選択し，卒業後も継続して実践することができるよう，『知識・技能』，『思考力・

判断力・表現力等』，『学びに向かう力・人間性等』の育成を重視する観点から内容等

の改善を図る。また，『保健』との一層の関連を図った内容等について改善を図る。 

（ｱ） 各領域で身に付けたい具体的な内容を，資質・能力の三つの柱に沿って明確に示

す。特に，『思考力・判断力・表現力等』及び『学びに向かう力・人間性等』の内容の
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明確化を図る。また，体力や技能の程度，年齢や性別及び障害の有無等にかかわらず，

運動やスポーツの多様な楽しみ方を社会で実践することができるよう配慮する。 

（ｲ） 体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，健康や体力の状況に応じて自ら

体力を高める方法を身に付け，運動やスポーツの習慣化につなげる観点から，体つく

り運動の内容等について改善を図る。 

（ｳ） スポーツの意義や価値等の理解につながるよう，内容等について改善を図る。特

に，東京オリンピック・パラリンピック競技大会がもたらす成果を次世代に引き継い

でいく観点から，知識に関する領域において，オリンピック・パラリンピックの意義

や価値及びドーピング等の内容等について改善を図る。」としている。 

イ 「保健」については，平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申において「個人及び社

会生活における健康・安全についての総合的な『知識・技能』，『思考力・判断力・表

現力等』，『学びに向かう力・人間性等』の育成を重視する観点から内容等の改善を図

る。その際，少子高齢化や疾病構造の変化による現代的な健康課題の解決に関わる内

容や，ライフステージにおける健康の保持増進や回復に関わる内容及び一次予防のみ

ならず，二次予防や三次予防に関する内容を改善するとともに，人々の健康を支える

環境づくりに関する内容の充実を図る。また，『体育』と一層の関連を図り，心身の健

康の保持増進や回復とスポーツとの関連等の内容等について改善を図る。」としてい

る。 

   以上の改訂の趣旨に従って，高等学校保健体育科では，生涯にわたって豊かなスポ

ーツライフを継続し，スポーツとの多様な関わり方を状況に応じて選択するとともに，

卒業後も継続して実践することができるよう，「知識及び技能」，「思考力，判断力，表

現力等」，「学びに向かう力，人間性等」（資質・能力の三つの柱）の育成を重視すると

ともに，個人及び社会生活における健康・安全についての「知識及び技能」，「思考力，

判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」（資質・能力の三つの柱）の育成を

重視して改善を図った。 

 

   なお，改善に当たっては，次の点にも留意した。 

○ 体力の向上については，心身ともに成長の著しい時期であることを踏まえ，「体つく

り運動」の学習を通して，体を動かす楽しさや心地よさを味わわせるとともに，健康

や体力の状況に応じて体力を高める必要性を認識させ，「体つくり運動」以外の運動に

関する領域においても，学習した結果としてより一層の体力の向上を図ることができ

るようにする。 

さらに，学習した成果を実生活や実社会に生かすこと及び運動やスポーツの習慣化

を促す観点から，体育理論や保健との関連，教科外活動や学校生活全体を見通した教

育課程の工夫を図るようにする。 
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○ 「体育」の知識については，言葉や文章など明確な形で表出することが可能な形式

知だけでなく，勘や直感，経験に基づく知恵などの暗黙知を含む概念であり，意欲，

思考力，運動の技能などの源となるものである。また，体の動かし方や用具の操作方

法などの具体的な知識を理解することにとどまらず，運動の実践及び生涯スポーツに

つながる概念や法則などの汎用的な知識等の定着を図ることが重要である。その際，

動きの獲得を通して一層知識の大切さを実感できるようにすることが必要である。 

さらに，「する，みる，支える，知る」といった生涯にわたる豊かなスポーツライフ

を継続していく資質・能力の育成に向けて，運動やスポーツの価値や文化的意義等を

学ぶ体育理論の学習の充実はもとより，学習する領域が有する特性や魅力を理解する

こと，運動実践につながる態度の形成に関する知識を理解すること，「保健」で学習す

る健康・安全の概念と「体育」で学習する健康・安全の留意点との関連を図ることな

ど，知識を基盤とした学習の充実が必要である。 

○ 「保健」の技能については，心肺蘇生法等の応急手当を取り上げ，個人及び社会生

活における健康・安全に関する基本的な技能を身に付けるよう指導することが重要で

ある。その際，実習を取り入れ，それらの意義や手順，及び課題の解決など，該当す

る知識や思考力，判断力，表現力等との関連を図ることに留意する必要がある。 

○ 学び直しの充実については，平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申において，「基

礎学力の不足や学習意欲の面での課題が指摘されており，小・中学校での学習内容を

十分に身に付けていない生徒も少なからず見られるなど，学び直しへのニーズは高い」

とされており，保健体育科においても義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るた

めの指導の充実が必要である。 

 

（２）保健体育科改訂の要点 

  保健体育科については，これらの平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申の趣旨を踏

まえて，次の方針によって改訂を行った。 

① 「体育」においては，育成を目指す資質・能力を明確にし，生涯にわたって豊かな

スポーツライフを継続する資質・能力を育成することができるよう，「知識及び技能」，

「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の育成を重視し，目標

及び内容の構造の見直しを図ること。 

② 「カリキュラム・マネジメント」の実現及び「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善を推進する観点から，発達の段階のまとまりを踏まえ，指導内容の

系統性を改めて整理し，各領域で身に付けさせたい指導内容の一層の充実を図ること。 

③ 運動やスポーツとの多様な関わり方を重視する観点から，体力や技能の程度，性別

や障害の有無等にかかわらず，運動やスポーツの多様な楽しみ方を卒業後も社会で実

践することができるよう，共生の視点を重視して指導内容の充実を図ること。 
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④ 生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続することを重視し，小学校，中学校及

び高等学校を見通した指導内容の体系化を図る観点から資質・能力の三つの柱ごとの

指導内容の一層の明確化を図ること。 

⑤ 「保健」においては，生涯にわたって健康を保持増進する資質・能力を育成するこ

とができるよう，「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，

人間性等」に対応した目標，内容に改善すること。 

⑥ 個人及び社会生活における健康課題を解決することを重視する観点から，現代的な

健康課題の解決に関わる内容，ライフステージにおける健康の保持増進や回復に関わ

る内容，人々の健康を支える環境づくりに関する内容及び心肺蘇生法等の応急手当の

技能に関する内容等を充実すること。 

⑦ 「体育」と一層の関連を図る観点から，心身の健康の保持増進や回復とスポーツと

の関連等の内容等について改善すること。 

⑧ 生涯にわたって健康を保持増進し，豊かなスポーツライフを継続する観点から，「体

育」と「保健」の一層の関連を図った指導等の改善を図ること。 

 

 

 

 


